
関係者からのヒアリングの実施について（案） 

 
 
 

１ 目的 
 当研究会における今後の検討の参考に資するため、２により、関係者から

のヒアリングを実施することとする。 

 
 
 

２ 実施方法 

（１）実施期日 

○ 第２回研究会、第３回研究会及び第４回研究会において実施予定 

○ 一人あたり約４０分（質疑応答等含む。） 

 

（２）ヒアリング対象者 

○ 中小企業事業主 

○ 障害者の就労支援を行っている機関 

○ 地域において中小企業の協働による障害者雇用の創出を行っている者 

 


